
自治基本条例策定に向けた取組み

北本市総合政策部協働推進課



本日のメニュー

１ 自治基本条例ってなに？

２ なぜ自治基本条例が必要なの？

３ どうやって条例をつくっているの？



１ 自治基本条例ってなに？

じ‐ち【自治】

１ 自分や自分たちに関することを自らの責任にお
いて処理すること。「大学の―」「―の精神」

２ 「地方自治」の略。⇔官治。（大辞泉：ジャパンナレッジ）

ちほう‐じち〔チハウ‐〕【地方自治】

地方公共団体の政治が国の関与によらず住民
の意思に基づいて行われること。（大辞泉：ジャパンナレッジ）



判断・行動・方法などのよりどころとなる大もと。
基礎。「―の型」「―を身につける」「―に忠実な
演技」
（大辞泉：ジャパンナレッジ）

き‐ほん【基本】

じょう‐れい〔デウ‐〕【条例】

１ 地方公共団体がその自治権に基づき、法令
の範囲内で議会の議決によって制定する法。
「騒音防止―」
２ 「条令」に同じ。 （大辞泉：ジャパンナレッジ）



つまり自治基本条例とは・・・

自分たちに関することを自らの責任に
おいて処理するための（自治）

判断・行動・方法などのよりどころと
なる大もとについて（基本）

法令の範囲内で議会の議決によって制
定する法（条例）



２ なぜ自治基本条例が必要なの？

⑴ 社会の変化

⑵ 新しい公共

⑶ 地方分権



日本の人口の推移と今後の予測

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000
1
6
0
0

1
6
2
0

1
6
4
0

1
6
6
0

1
6
8
0

1
7
0
0

1
7
2
0

1
7
4
0

1
7
6
0

1
7
8
0

1
8
0
0

1
8
2
2

1
8
4
0

1
8
6
0

1
8
8
0

1
9
0
0

1
9
3
0

1
9
5
0

1
9
7
0

1
9
9
0

2
0
1
0

2
0
3
0

2
0
5
0

江戸幕府
成立

明治維新

敗戦

現在

出典：国立社会保障・人口問題研究所「人口問題資料集（２００８）」、鬼頭宏「人口から読む日本の歴史」講談社（２０００）



高度経済成長社会

市民が求める公共サービスも多様化

全国画一的な公共サービスから地域に合った公共
サービスの提供へ

「物の豊かさ」から「心の豊かさ」 へ

人々の価値観や、ライフスタイルの多様化

成熟社会

⑴ 社会の変化



少子高齢化

企業の社会貢献活動
1998年12月特定非営利活動促進法（ＮＰＯ法）制定

阪神淡路大震災の時のボランティアの活躍

市民ニーズの多様化人口減少

全ての公共サービスを行政が担うことの限界

新しい公共行政のみならず多様な主体が公共を担う

⑵ 新しい公共



ぶん‐けん【分権】
権力を1か所に集中しないで、分散するこ
と。「地方―」⇔集権
（大辞泉：ジャパンナレッジ）

⑶ 地方分権



地方分権一括法施行

２０００年４月 明治維新、戦後改革に続く第３の改革

出典：日進市ＨＰ

国と県、市町村は主従の関係から対等協力の関係に！



国が決定 国が指導 国が保護

地域にあった個性あるまちづくり

分権で何が変わるのか？

自己決定・自己責任

全国均一のまちづくり

地域のことは地域が責任を持って決める 自治体の差別化・競争の時代

まちの憲法

市民が主体となってまちづくり
を進めるための決まりごと（ルール）が必要

＝ 自治基本条例



市民がつくるまちの憲法

３ どうやって条例をつくっているの？

平成１８年７月～１２月 市民ワークショップ開催

これまでの取組み 1



平成１９年２月～平成２０年３月

北本市自治基本条例制定研究懇話会

市民＋職員 ２８名 ２４回会議開催

平成２０年４月～

市民＋職員 ２０名 １０回会議開催

→ ９月１１日 条例素案中間報告

これまでの取組み ２



自治基本条例の性格
自治体の最高規範

まちづくりを進めるために必要な基本的な事項を示す

市政運営の基本ルールと市民・議会・行政の役
割と責務を明らかにする

どのようなまちを目指すのかをあらわす

まちづくりの基本理念を示す

全ての条例の最高位に位置付けられる



条例素案中間報告の概要

市民がつくった条例案

「基本原則」

参画 情報共有協働

３ 市民自らがまちづくりに参画し、議会及び市と協働して

住民自治を実現する

２ 市民の権利と責務、議会と市の責務を明らかにする

１ まちづくりに関する基本的事項を定める「目的」

「誰もが安心して生活できる
個性豊かな自立したまち」

「前文」

１０章２９項目で構成

北本市の特徴、めざすまちの方向性等を記載

まちづくりの３原則



今後の予定

９月２７日（土）・２８日（日）・１０月５日(日)
コミュニティ８圏域で説明会を開催

市民が作った中間報告を公表！

皆さんからの意見をもとに最終の条例素案を作成

中間報告に対する皆さんからの意見を募集

本日

懇話会



今後の予定２

懇話会から市長へ素案の報告

条例案を議会に提示

パブリックコメントを実施

素案をもとに条例案を作成



みなさまからのご意見をお待ちしています


